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実 績 評 価 書
平成１５年８月

政策体系 番 号

基本目標 ３ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備するこ

と

施策目標 １ 労働条件の確保・改善を図ること

Ⅱ 労働時間対策の推進を図ること

担当部局・課 主管部局・課 労働基準局賃金時間課

関係部局・課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 労働時間短縮の促進を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

40実績目標の達成に向け、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、週

時間労働制の定着を図るため以下の取組を行う。

・時間外労働時間の限度基準の設定及びその履行確保に向けた指導

・労働時間の短縮を図るための措置に係る事業主等に対する相談その他の援助

・事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う

事業主に対する助成金の支給

・労働時間の短縮に関する情報及び資料の総合的な収集並びに事業主等に対する提供

・労働時間の短縮に関する啓発活動

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

1,868h 1,848h 1,854h 1,843h 1,841h労働時間の状況（年間総実労働時間等）

（備 考）

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

助成金の支給状況

25 119・長期休暇制度基盤整備助成金 （件） － － －

94 186（予定件数） （件）

（備考）

・長期休暇制度基盤整備助成金は平成 年度から支給している。13

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

年間総実労働時間は、政府が労働基準法の改正を伴って本格的に労働時間短縮に取



り組み始めた昭和 年度の 時間から着実に減少を続けている 厚生労働省 毎62 2,120 （ 「

月勤労統計調査 。」）

平成 年度の年間総実労働時間は 時間で、前年度の 時間から 時間減14 1,841 1,843 2
少し、目標としている 時間に一歩近づいた。なお、所定内労働時間は 時1,800 1,702
間（対前年度差－ 時間 、所定外労働時間は 時間（対前年度差＋ 時間）とな8 139 6）

。 、 、 （ ）っている また 平成 年の年次有給休暇の取得率は ％ 平成 年 ％13 48.4 12 49.5
（厚生労働省「就労条件総合調査 ）と低下した。」

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

平成 年度の年間総実労働時間数は、 時間で、前年度の 時間から 時14 1,841 1,843 2
間減少し、目標としている 時間に着実に近づいている。1,800
労働時間短縮を目的とした助成金については平成 年度よりも支給件数は増加し13

ており、助成金を活用して労働時間の短縮を図った事業場数は増加している。

そのうちの１つである長期休暇制度基盤整備助成金については、上期と下期の２回

に分けて支給を行っており、下期分については翌年度に支給することになっている。

平成 年度は平成 年に指定した団体のうち下期分として 団体に、平成 年に14 13 54 14
指定した団体のうち上期分として 団体に対して支給を行った。なお、助成金支給65
団体に対して行ったアンケート調査によると年次有給休暇の取得日数は事業開始前に

、 。は 日であったものが 終了時には 日に上昇するなど着実に効果をあげている6.9 7.9
また、これらの助成金の支給に加え、事業主等に対し労働時間に関する制度改善の

取組に関する研修、事業場における労働時間短縮の阻害要因の分析・把握等を行った

ことにより、変形労働時間制等を導入し所定外労働時間が短縮した事業場や年次有給

休暇の計画的取得を進め年次有給休暇取得率が向上した事業場が相当数みられること

から、これらの施策は全体としては有効に実施されている。

政策手段の効率性の評価

助成金については、団体の規模別及び要した事業項目別に上限額を設定し、要した

、 。費用で必要と認められたものを支払うこととなっており 効率的に政策を行っている

また助成金以外の施策についても、項目別に各種妥当な単価を設定する等、効率的に

政策を行っている。

総合的な評価

年間総実労働時間は着実に減少していることから、達成に向けて進展があった。し

かしながら、 時間という目標が未達成であることから、更に効率的に年次有給1,800
休暇の取得率向上及び所定外労働削減のための取組を促進する必要がある。

分析分類評価結果分類

③ ①

３．政策への反映方針



年間総実労働時間数自体の減少は見られたものの年次有給休暇の取得が進まない状

況にあり、また、所定外労働時間も増加しているため、既存の各種事業、措置の更な

る有効活用を図るとともに、恒常的な時間外労働につながるおそれのある特別条項付

き協定の「特別の事情」が、臨時的なものに限ることを明確化するのに伴い、集団指

導を行うなどの新たな施策を実施する予定であり、また、利用実績の少ない助成金に

ついては縮小するなど施策目標内の一部の政策の見直しを検討した上で引き続き実施

する。

反映分類

② ④

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

「労働時間の短縮の流れを一層確実なものとし、平成 年度までの間に年間総実17
労働時間 時間の達成・定着を図るため、年次有給休暇の取得促進及び所定外労1800
働の削減に重点を置いて取組を進める （資料出所：労働時間短縮推進計画 平成１。」

３年８月３日閣議決定）

平成 年 月 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針14 6 25
」中、長期連続休暇制度の導入促進に係る記述が、盛り込まれている。2002
○人間力戦略

・厚生労働省、関係府省は、長期連続休暇制度の導入促進に努める。

○産業発掘戦略

・厚生労働省、国土交通省等の関係府省は協力して、平成 年から、学校の夏14
休みの一部を秋休みに移行したり、長期休暇を地域ごとにずらすなどの休暇の分

散化を推奨するとともに、年休計画表の作成の一層の促進等を通じ、休暇の長期

連続化や休暇取得時期の多様化を推奨する。文部科学省は必要に応じ協力する。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

○「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」の審議の

際、衆参両院で、各派共同提案による附帯決議案が提出され、いずれも全会一致で

採択された。

・平成１３年３月２３日 衆議院厚生労働委員会

「政府は、累次の経済計画における国際公約ともなっている年間総実労働時間千八

百時間が未だ達成されていないことも踏まえ、一日も早く国民がゆとりと豊かさを

実感できる社会を実現できるよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。

一 政府目標である年間総実労働時間千八百時間を実現するため、関係省庁間



の連携・協力を一層強化し、本法に基づく実効性ある労働時間短縮推進計画

を策定し、政府の強い指導により労働時間短縮対策を総合的に推進すること。

二 時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに 「所、

定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基

づく周知を行うこと。また、いわゆる「サービス残業」は違法であることか

ら、労働時間管理の徹底を指導するなど、監督行政による重点的な監督指導

を行うこと。

三 男女共同参画社会に向けた新しい働き方の実現のための時間外労働の限度

基準の見直し、並びに、時間外・休日及び深夜労働の割増率の水準の見直し

について、検討を行うこと。

四 年次有給休暇の取得率向上に向けて、長期休暇制度の普及促進等実効性あ

る施策を行うこと。

五 本年四月一日より一週四十四時間に短縮される特例措置対象事業場を含め

中小零細企業における労働時間短縮の促進のための環境整備その他必要な援

助等を行うこと。

六 変形労働時間制、及び裁量労働制の運用に当たっては、長時間労働になら

ないよう適切な監督指導を実施し、制度の趣旨を踏まえた適正な労働条件の

確保を図るものとすること 」。

・平成１３年３月２９日 参議院厚生労働委員会

「政府は、累次の経済計画における国際公約ともなっている年間総実労働時間千八

百時間が未だ達成されていないことも踏まえ、一日も早く国民がゆとりと豊かさを

、 。実感できる社会を実現できるよう 次の事項について適切な措置を講ずべきである

一 政府目標である年間総実労働時間千八百時間を早期に実現するため、関係

省庁間の連携・協力を一層強化し、本法に基づく実効性ある労働時間短縮推

進計画を策定し、政府の強い指導により労働時間短縮対策を総合的に推進す

ること。

二 年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画年休制度の導入促進や長期休暇

制度の普及促進等実効性ある施策を推進すること。

三 時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに 「所、

定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基

づく周知を行うこと。また、いわゆる「サービス残業」は違法であることか

ら、この解消に向けて、始業、終業時刻の把握等労働時間管理の徹底を指導

するなど、重点的な監督指導を行うこと。

四 男女共同参画社会に向けた新しい働き方の実現のための時間外労働の限度

基準の見直し、並びに、時間外・休日及び深夜労働の割増率の水準の見直し

について、検討を行うこと。

五 本年四月一日より一週四十四時間に短縮される特例措置対象事業場を含め

中小零細企業における労働時間短縮の推進のための環境整備その他必要な援

助等を行うこと。

六 変形労働時間制及び裁量労働制の運用に当たっては、長時間労働にならな

いよう適切な監督指導を実施し、制度の趣旨を踏まえた適正な労働条件の確

保を図るものとすること。

右決議する 」。



⑤会計検査院による指摘

なし


